
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
八
六
号

平
成
十
八
年
四
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
天
下
り
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
四
日
受
領

答
弁
第
一
八
六
号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
天
下
り
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
個
別
の
人
事
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
事
情
報
の
管
理
の
観
点
か
ら
も
問
題
が
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差
し

控
え
た
い
。

三
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
の
退
職
後
に
お
け
る
再
就
職
の
状
況
は
、
公
務
を
離
れ
た
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
一
般
に
政
府
が
把

握
す
べ
き
立
場
に
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
す
べ
て
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
平
成
十
一
年
八
月
十
六
日

か
ら
平
成
十
三
年
八
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
課
長
相
当
職
以
上
の
会
計
検
査
院
の
職
員
及
び
平
成
十
三
年
八
月
十

六
日
か
ら
平
成
十
七
年
八
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
課
長
・
企
画
官
相
当
職
以
上
の
会
計
検
査
院
の
職
員
の
再
就
職

の
状
況
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
中
央
省
庁
等
改
革
の
推
進
に
関
す
る
方
針
」
（
平
成
十
一
年
四
月
二
十
七
日
中
央
省
庁

等
改
革
推
進
本
部
決
定
）
及
び
「
公
務
員
制
度
改
革
大
綱
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日
閣
議
決
定
）
を
受

け
、
既
に
公
表
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
会
計
検
査
院
が
調
査
し
た
限
り
で
は
、
こ
れ
ら
の
職
員
の
う
ち
検
査
の
対
象

と
な
る
団
体
に
再
就
職
し
た
も
の
は
十
五
名
で
、
そ
の
時
期
、
退
職
時
の
官
職
及
び
再
就
職
先
の
名
称
は
次
の
と
お
り
で
あ

一



る
と
承
知
し
て
い
る
。

平
成
十
二
年
十
二
月
一
日
、
事
務
総
長
官
房
上
席
情
報
処
理
調
査
官
、
旧
科
学
技
術
振
興
事
業
団
（
現
在
の
独
立
行
政
法

人
科
学
技
術
振
興
機
構
）
。

平
成
十
三
年
七
月
一
日
、
事
務
総
局
次
長
、
旧
情
報
処
理
振
興
事
業
協
会
（
現
在
の
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構

）
。平

成
十
三
年
一
月
一
日
、
第
四
局
長
、
旧
運
輸
施
設
整
備
事
業
団
（
現
在
の
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備

支
援
機
構
）
。

平
成
十
三
年
七
月
十
六
日
、
事
務
総
局
次
長
、
旧
都
市
基
盤
整
備
公
団
（
現
在
の
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
）
。

平
成
十
三
年
七
月
一
日
、
第
三
局
国
土
交
通
検
査
第
二
課
長
、
旧
石
油
公
団
（
現
在
の
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・

金
属
鉱
物
資
源
機
構
）
。

平
成
十
四
年
七
月
一
日
、
第
四
局
長
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
。

平
成
十
四
年
七
月
一
日
、
事
務
総
長
官
房
研
修
官
、
旧
新
東
京
国
際
空
港
公
団
（
現
在
の
成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
）
。

平
成
十
四
年
七
月
一
日
、
第
三
局
上
席
調
査
官
（
道
路
担
当
）
付
専
門
調
査
官
、
旧
科
学
技
術
振
興
事
業
団
（
現
在
の
独

二



立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
）
。

平
成
十
四
年
八
月
一
日
、
事
務
総
長
官
房
上
席
検
定
調
査
官
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
。

平
成
十
五
年
四
月
二
日
、
事
務
総
長
官
房
審
議
官
、
日
本
中
央
競
馬
会
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日
、
第
一
局
租
税
検
査
第
一
課
統
括
調
査
官
、
旧
日
本
障
害
者
雇
用
促
進
協
会
（
現
在
の
独
立
行
政

法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
）
。

平
成
十
六
年
四
月
一
日
、
事
務
総
長
官
房
審
議
官
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
。

平
成
十
六
年
四
月
一
日
、
事
務
総
局
次
長
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
。

平
成
十
七
年
四
月
十
四
日
、
第
四
局
長
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
。

平
成
十
七
年
四
月
十
一
日
、
第
四
局
農
林
水
産
検
査
第
一
課
農
林
水
産
統
括
検
査
室
長
、
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
。

ま
た
、
そ
の
他
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
会
計
検
査
院
と
し
て
個
別
の
人
事
に
関
す
る
も
の
で
人
事
情
報
の
管
理
の
観
点

か
ら
問
題
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

四
に
つ
い
て

三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
（
旧
新
東
京
国
際
空
港
公
団
）
に
再
就
職
し
て
い
る
者
は
一

三



名
で
あ
り
、
こ
の
者
が
在
職
中
に
当
該
再
就
職
先
を
実
地
検
査
し
た
か
ど
う
か
等
に
つ
い
て
は
把
握
で
き
る
資
料
が
な
い
た

め
、
会
計
検
査
院
と
し
て
確
認
で
き
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
の
退
職
後
に
お
け
る
再
就
職
の
状
況
は
、
公
務
を
離
れ
た
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
一
般
に
政
府
が
把

握
す
べ
き
立
場
に
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
す
べ
て
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
平
成
十
三
年
八
月
十
六
日

か
ら
平
成
十
七
年
八
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
本
府
省
の
課
長
・
企
画
官
相
当
職
以
上
の
財
務
省
主
計
局
の
職
員
の

再
就
職
の
状
況
に
つ
い
て
は
「
公
務
員
制
度
改
革
大
綱
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ

き
、
既
に
公
表
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
人
数
は
十
九
名
で
、
ま
た
、
そ
の
再
就
職
先
の
名
称
及
び
退
職
時
の
官

職
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

福
井
石
油
備
蓄
株
式
会
社
、
主
計
局
局
付
。

日
本
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社
、
主
計
局
局
付
。

旧
産
業
基
盤
整
備
基
金
（
現
在
の
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
）
、
主
計
局
局
付
。

社
団
法
人
配
合
飼
料
供
給
安
定
機
構
、
主
計
局
局
付
。

四



日
本
液
化
石
油
ガ
ス
備
蓄
株
式
会
社
、
主
計
局
局
付
。

財
団
法
人
労
災
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
、
主
計
局
局
付
。

国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
、
主
計
局
局
付
。

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
、
主
計
局
局
付
。

独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
、
主
計
局
局
付
。

国
民
生
活
金
融
公
庫
、
主
計
局
局
付
。

旧
年
金
資
金
運
用
基
金
（
現
在
の
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
）
、
主
計
局
局
付
。

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
、
主
計
局
局
付
。

中
部
国
際
空
港
株
式
会
社
、
主
計
局
局
付
。

苫
東
石
油
備
蓄
株
式
会
社
、
主
計
局
局
付
。

財
団
法
人
海
外
職
業
訓
練
協
会
、
主
計
局
局
付
。

財
団
法
人
労
災
保
険
情
報
セ
ン
タ
ー
、
主
計
局
局
付
。

独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
、
主
計
局
局
付
。

五



日
本
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社
、
主
計
局
局
付
。

国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
、
主
計
局
局
付
。

ま
た
、
そ
の
他
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
人
事
に
関
す
る
も
の
で
人
事
情
報
の
管
理
の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

六
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
の
再
就
職
に
関
し
新
た
な
規
制
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
退
職
し
た
職
員
の
職
業
選
択
の
自
由
、
職
員

が
在
職
中
に
培
っ
た
経
験
や
能
力
の
有
効
な
活
用
等
の
観
点
を
踏
ま
え
、
総
合
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

六


